
令和６年１２月松伏町議会定例会提出追加議案概要 

 

議案第５９号 

松伏町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

職員の給料月額、期末手当及び勤勉手当の額を改定するための条例の改正 

２ 内容 

（１）松伏町職員の給与に関する条例の一部改正（第１条） 

ア 令和６年１２月期に支給される職員の期末手当の支給割合を次のとおり改定する。 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

１２月期 １．２２５月 １．２７５月 

イ 令和６年１２月期に支給される定年前再任用短時間勤務職員の期末手当の支給割

合を次のとおり改定する。 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

１２月期 ０．６８７５月 ０．７１２５月 

  ウ 令和６年１２月期に支給される職員の勤勉手当の支給割合を次のとおり改定する。 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

１２月期 １．０２５月 １．０７５月 

エ 令和６年１２月期に支給される定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当の支給割

合を次のとおり改定する。 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

１２月期 ０．４８７５月 ０．５１２５月 

オ 行政職給料表の給料月額の改定 

平均引上額 ８，６０５円 

平均改定率 ２．７％ 

（２）松伏町職員の給与に関する条例の一部改正（第２条） 

ア 令和７年度以降に支給される職員の期末手当の支給割合を次のとおり改定する。 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

６ 月 期 １．２２５月 
１．２５月 

１２月期 １．２７５月 

イ 令和７年度以降に支給される定年前再任用短時間勤務職員の期末手当の支給割合

を次のとおり改定する。 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

６ 月 期 ０．６８７５月 
０．７０月 

１２月期 ０．７１２５月 

ウ 令和７年度以降に支給される職員の勤勉手当の支給割合を次のとおり改定する。 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

６ 月 期 １．０２５月 
１．０５月 

１２月期 １．０７５月 

エ 令和７年度以降に支給される定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当の支給割合

を次のとおり改定する。 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

６ 月 期 ０．４８７５月 
０．５０月 

１２月期 ０．５１２５月 



 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

公布の日。ただし、２（２）は、令和７年４月１日 

（２）経過措置 

ア ２（１）は、令和６年４月１日から適用する。 

イ ２（１）を適用する場合には、２（１）による改正前の松伏町職員の給与に関す

る条例の規定に基づいて支給された給与は、２（１）による改正後の松伏町職員の

給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。 

 

議案第６０号 

町長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

町長、副町長及び教育長並びに議会の議員の期末手当の額を改定するための条例の改

正 

２ 内容 

（１）町長等の給与等に関する条例の一部改正（第１条） 

   町長及び副町長に支給される令和６年１２月期の期末手当の支給割合の改定 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

１２月期 ２．２５月 ２．３５月 

（２）町長等の給与等に関する条例の一部改正（第２条） 

   町長及び副町長に支給される令和７年度以降の期末手当の支給割合の改定 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

６ 月 期 ２．２５月 
２．３０月 

１２月期 ２．３５月 

（３）松伏町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正（第３条） 

   教育長に支給される令和６年１２月期の期末手当の支給割合の改定 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

１２月期 ２．２５月 ２．３５月 

（４）松伏町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正（第４条） 

教育長に支給される令和７年度以降の期末手当の支給割合の改定 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

６ 月 期 ２．２５月 
２．３０月 

１２月期 ２．３５月 

（５）議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正（第５条） 

   議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に支給される令和６年１２月

期の期末手当の支給割合の改定 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

１２月期 ２．２５月 ２．３５月 

（６）議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正（第６条） 

   議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に支給される令和７年度以降

の期末手当の支給割合の改定 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

６ 月 期 ２．２５月 
２．３０月 

１２月期 ２．３５月 

３ 施行期日等 



 

（１）施行期日 

   公布の日。ただし、２（２）、（４）及び（６）は、令和７年４月１日 

（２）経過措置 

  ア ２（１）、（３）及び（５）は、令和６年１２月１日から適用する。 

  イ ２（１）、（３）又は（５）を適用する場合には、２（１）による改正前の町長等

の給与等に関する条例、２（３）による改正前の松伏町教育委員会教育長の給与等

に関する条例又は２（５）による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、それぞれ２（１）による改正

後の町長等の給与等に関する条例、２（３）による改正後の松伏町教育委員会教育

長の給与等に関する条例又は２（５）による改正後の議会の議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。 

 

議案第６１号 

令和６年度松伏町一般会計補正予算（第５号） 

１ 補正前予算額    １０，２１０，２６９千円 

２ 補 正 予 算 額        ４６，４５９千円 

３ 合     計    １０，２５６，７２８千円 

 

議案第６２号 

令和６年度松伏町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

１ 補正前予算額     ３，２０４，３０７千円 

２ 補 正 予 算 額           △３５千円 

３ 合     計     ３，２０４，２７２千円 

 

議案第６３号 

令和６年度松伏町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

１ 補正前予算額     ２，４７２，１８１千円 

２ 補 正 予 算 額           ２３８千円 

３ 合     計     ２，４７２，４１９千円 

 

議案第６４号 

令和６年度松伏町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

１ 補正前予算額       ４７９，５００千円 

２ 補 正 予 算 額           ５５０千円 

３ 合     計       ４８０，０５０千円 

 

議案第６５号 

令和６年度松伏町下水道事業会計補正予算（第３号） 

１ 既 決 予 定 額 

（１）収益的収入       ５２５，６７２千円 

（２）収益的支出       ５２１，１４６千円 

（３）資本的収入       １５０，８１７千円 

（４）資本的支出       ３５２，６３７千円 

２ 補 正 予 定 額 

（１）収益的収入          △５１０千円 



 

（２）収益的支出          △５１０千円 

（３）資本的収入            ―  

（４）資本的支出            ―  

３ 合 計 

（１）収益的収入       ５２５，１６２千円 

（２）収益的支出       ５２０，６３６千円 

（３）資本的収入       １５０，８１７千円 

（４）資本的支出       ３５２，６３７千円 

 

 


